
＜
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＞

　
平
成

年
度
税
制
改
正
大
綱

で
は
、
デ
フ
レ
脱
却
、
経
済
再

生
を
最
重
要
課
題
と
し
、
企
業

収
益
の
拡
大
と
雇
用
の
増
加
・

賃
金
上
昇
を
目
指
す
こ
と
を
謳

い
、
ま
た
、
経
済
の
好
循
環
を

地
方
へ
も
波
及
さ
せ
、
東
京
一

極
集
中
か
ら
「
地
方
創
生
」
の

実
現
を
目
指
す
税
制
の
措
置
を

講
ず
る
と
し
て
い
る
。
我
々
税

理
士
が
、
税
制
改
正
で
気
に
な

る
の
が
法
人
税
や
消
費
税
等
の

国
税
中
心
と
な
り
、
地
方
税
の

改
正
項
目
に
つ
い
て
は
な
か
な

か
関
心
が
向
か
な
い
。

　
ま
た
、
法
人
税
や
消
費
税
の

申
告
書
の
中
に
「地
方
法
人
税
」

や
「
地
方
消
費
税
」
が
組
込
ま

れ
、
事
業
税
の
中
に
「
地
方
法

人
特
別
税
」
を
設
け
、
別
計
算

さ
せ
、
納
付
書
ま
で
別
に
書
く

の
か
疑
問
に
感
じ
て
い
た
。
そ

こ
で
、
こ
の
コ
ラ
ム
を
執
筆
す

る
に
あ
た
り
地
方
税
の
税
制
構

造
と
政
府
が
考
え
る
地
方
税
の

あ
り
方
に
つ
い
て
税
制
改
正
を

通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
地
方
公
共
団
体
の
事
業
と
し

て
、
経
常
的
な
事
務
が
多
く
、

福
祉
、
教
育
、
治
安
、
イ
ン
フ

ラ
の
維
持
管
理
の
た
め
、
景
気

に
左
右
さ
れ
な
い
安
定
的
な
税

体
系
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
地

方
が
そ
れ
な
り
の
活
力
を
持

ち
、
一
定
程
度
維
持
で
き
る
取

り
組
み
が
必
要
と
な
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
地
方
財
源
の
確
保

が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
出
来

な
い
と
国
税
負
担
と
な
っ
て
し

ま
う
。
地
方
交
付
税
と
い
う
世

界
に
冠
た
る
財
政
調
整
制
度
は

あ
る
が
、
出
来
る
か
ぎ
り
地
方

税
の
中
で
地
方
自
治
を
行
う
こ

と
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
、
地

方
税
は
国
税
と
違
い
、
納
付
す

る
側
の
重
要
な
要
素
と
し
て
応

益
性
が
あ
る
。
ゴ
ミ
の
収
集
、

学
校
教
育
な
ど
地
方
公
共
団
体

か
ら
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
応
益

性
の
強
化
が
柱
に
な
る
。
国
税

は
日
本
の
ど
こ
で
収
納
さ
れ
て

も
同
じ
だ
が
、
地
方
税
で
は
東

京
で
収
納
さ
れ
た
も
の
か
、
北

海
道
で
収
納
さ
れ
た
も
の
か
で

応
益
性
の
観
点
か
ら
意
味
合
い

が
違
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意

味
で
特
定
の
地
域
に
偏
在
し
な

い
、
う
ま
く
全
国
に
税
源
が
分

布
さ
れ
る
よ
う
な
税
制
、
す
な

わ
ち
「偏
在
性
が
小
さ
い
税
制
」

が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
状
で
は
大
都
市

に
企
業
が
集
中
し
、
地
方
税
の

大
き
な
収
入
源
で
あ
る
法
人
住

民
税
や
法
人
事
業
税
（
法
人
二

税
）
が
大
都
市
地
域
に
偏
っ
た

収
納
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

「
偏
在
性
が
小
さ
い
税
制
」
へ

向
け
た
地
方
税
制
の
あ
り
方
・

構
造
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
今
年
度
の
税

制
改
正
に
お
い
て
も
こ
れ
を
国

策
と
位
置
付
け
、
ま
ず
地
方
の

財
政
的
自
立
を
促
し
、
そ
れ
で

も
不
足
す
る
部
分
を
交
付
金
で

補
う
制
度
と
し
た
。

　
地
方
創
生
を
推
進
す
る
た
め

に
、
地
方
公
共
団
体
が
安
定
的

な
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
の
で

き
る
地
方
税
体
系
を
構
築
す
る

必
要
が
あ
る
。
地
方
税
に
お
い

て
基
幹
的
な
税
目
で
あ
る
法
人

二
税
は
地
方
税
収
全
体
に
占
め

る
割
合
が
大
き
い
が
、
法
人
の

所
得
を
中
心
に
課
税
さ
れ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
利
益
を
上
げ
て

い
る
大
法
人
へ
の
税
源
の
偏
在

が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
も
踏
ま
え
、
地

方
法
人
課
税
改
正
で
消
費
税
率

引
上
げ
の
段
階
に
お
い
て
地
方

消
費
税
率
を
上
げ
、
地
域
間
の

税
源
の
偏
在
性
を
是
正
し
、
財

政
力
格
差
の
縮
小
を
図
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
方
法
人
特
別
税
・

譲
与
税
を
廃
止
し
、
法
人
事
業

税
に
復
元
す
る
こ
と
と
と
も

に
、
法
人
事
業
税
の
一
定
割
合

を
市
町
村
に
交
付
す
る
制
度
が

創
設
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
次

の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

　
・
法
人
住
民
税
法
人
税
割
税

率
の
引
下
げ

　
・
地
方
法
人
税
税
率
の
引
上

げ

　
・
地
方
法
人
特
別
税
及
び
地

方
法
人
特
別
譲
与
税
の
廃

止

　
・
法
人
事
業
税
交
付
金
の
創

設

　
・
地
方
創
生
の
推
進

　
・
特
区
の
税
制
上
の
支
援
措

置

　
今
年
度
の
税
制
改
正
で
、
法

人
住
民
税
率
の
減
少
と
地
方
法

人
税
率
の
増
加
は
、
企
業
の
税

負
担
は
変
わ
ら
な
い
と
し
て

も
、
地
方
創
生
を
第
一
義
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
法
人
住
民
税

率
は
減
少
さ
せ
ず
、
法
人
・
消

費
税
の
中
の
地
方
交
付
税
に
配

布
す
る
割
合
を
引
上
げ
る
べ
き

だ
と
考
え
る
。

　
法
人
事
業
税
所
得
割
の
税
率

引
下
げ
と
外
形
標
準
課
税
の
拡

大
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
改
正

の
趣
旨
と
し
て
は
、
広
く
薄
く

税
負
担
を
求
め
る
こ
と
と
し
て

い
る
が
、
赤
字
企
業
に
と
っ
て

み
れ
ば
税
負
担
が
一
気
に
増
え

る
こ
と
に
な
り
、
経
済
成
長
に

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
な
い
か
心
配

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

外
形
標
準
課
税
対
象
法
人
に
該

当
し
て
い
る
法
人
が
、
資
本
金

を
減
資
し
適
用
対
象
法
人
か
ら

外
れ
た
企
業
も
あ
る
と
聞
く
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
小
企

業
に
適
用
対
象
が
及
ば
な
い
よ

う
に
し
な
が
ら
も
、
適
用
範
囲

を
慎
重
に
検
討
し
見
直
す
必
要

が
あ
る
と
思
う
。
取
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
取
る
、
困
っ
た
と
き
の

大
企
業
頼
み
で
は
こ
の
国
の
租

税
の
あ
り
方
に
疑
問
が
生
じ
る

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
租
税

は
本
来
、
「
公
平
」
「
中
立
」

「
簡
素
」
で
あ
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、

国
民
一
人
ひ
と
り
が
ど
こ
に
住

ん
で
い
て
も
公
平
・
平
等
に
一

定
水
準
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

原
資
と
な
る
財
源
を
ど
う
調
達

す
る
か
、
そ
し
て
配
布
基
準
の

制
定
が
最
重
要
と
な
ろ
う
。
ま

た
、
交
付
税
の
原
資
と
な
る
地

方
法
人
特
別
税
が
廃
止
さ
れ
、

法
人
事
業
税
交
付
制
度
が
新
た

に
創
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
制
度

は
所
在
す
る
市
町
村
へ
の
交
付

で
あ
る
た
め
、
一
極
集
中
と
な

り
偏
在
是
正
措
置
に
繋
が
る
か

疑
問
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
状
で
は
法
人
二
税
が
所
在
地

課
税
と
な
っ
て
い
る
が
、
企
業

は
色
々
な
地
域
で
活
動
し
、
便

益
を
享
受
し
て
い
る
事
に
着
目

し
分
割
基
準
を
見
直
し
、
そ
し

て
地
方
税
制
の
立
ち
位
置
で
あ

る
応
益
性
を
柱
に
据
え
る
と
し

て
も
、
交
付
税
は
必
要
で
あ
る

こ
と
を
再
認
識
す
べ
き
で
あ

る
。
東
京
一
極
集
中
と
言
わ
れ

る
な
か
で
、
そ
の
東
京
に
お
い

て
活
動
す
る
我
々
税
理
士
が
、

率
先
し
て
地
方
法
人
課
税
の
偏

在
是
正
の
仕
組
み
を
提
言
し
て

い
く
時
期
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
（政
策
副
委
員
長
・
原
稔
）

　
地
方
交
付
税
は
、
本
来
地
方

の
税
収
入
と
す
べ
き
で
あ
る

が
、
団
体
間
の
財
源
の
不
均
衡

を
調
整
し
、
す
べ
て
の
地
方
公

共
団
体
が
一
定
の
水
準
を
維
持

し
得
る
よ
う
財
源
を
保
障
す
る

見
地
か
ら
、
国
税
と
し
て
国
が

代
わ
っ
て
徴
収
し
、
一
定
の
合

理
的
な
基
準
に
よ
っ
て
再
配
分

す
る
、
い
わ
ば
「
国
が
地
方
に

代
わ
っ
て
徴
収
す
る
地
方
税
」

（
国
有
財
源
）
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
い
る
。
地
方
交
付
税
の

総
額
は
、
所
得
税
・
法
人
税
の

・
１
％
、
酒
税
の

％
、
消

費
税
の

・
３
％
、
地
方
法
人

税
の
全
額
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
事
業
税
の
中
に
地
方
法
人
特

別
税
を
設
け
国
税
化
し
、
地
方

交
付
税
と
し
て
い
る
。

　
算
定
方
法
と
し
て
は
、
以
下

の
よ
う
に
各
団
体
の
財
源
不
足

額
を
計
算
し
、
苦
し
い
地
域
へ

厚
く
交
付
す
る
偏
在
性
を
加
味

し
た
分
配
方
法
を
取
り
入
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
や
む
を
得
な
い

制
度
と
言
う
よ
り
県
や
市
な
ど

を
地
域
別
に
捉
え
る
の
で
な
く

国
全
体
を
一
つ
と
考
え
、
国
民

に
等
し
く
必
要
財
源
が
行
き
渡

ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
国

全
体
の
発
展
へ
繋
げ
る
制
度
と

言
え
る
。

　
・
各
団
体
の
普
通
交
付
税
額

＝
（
基
準
財
政
需
要
額
―

基
準
財
政
収
入
額
）
＝
財

源
不
足
額

　
・
基
準
財
政
需
要
額
＝
単
位

費
用
（
法
定
）
×
測
定
単

位
（
人
口
）
×
補
正
係
数

（
寒
冷
補
正
等
）

　
・
基
準
財
政
収
入
額
＝
標
準

的
税
収
入
見
込
額
×
基
準

税
率
（

％
）
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